
★
海
賊
対
策
に
海
上
自
衛
隊
は
必
用
か
？

ー
ソ
マ
リ
ア
沖
に
海
上
自
衛
隊
を
派
遣
す
る
の
は
憲
法
と
自
衛
隊
法
違
反
ー

●
い
ま
、
政
府
は
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
対
策
に
海
上
自
衛
隊
を
派
遣
す
る
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
今
後
海
外
に
自
衛
隊
が
出
て
行
き
、
戦
争
を
す
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
事
に

つ
な
が
り
ま
す
。

★
海
賊
の
行
為
は
犯
罪
・
・
・

な
の
に
な
ぜ
海
自
？

◆
海
の
犯
罪
は
だ
れ
が
取
り
締
ま
る
の
か
？
そ
れ
は
司
法
権
を
有
す
る
海
上
保
安
庁
の
仕
事
で

す
。
な
の
に
、
な
ぜ
海
上
自
衛
隊
が
出
て
行
く
の
か
？

◆
い
っ
ぽ
う
、
自
衛
隊
の
任
務
は
直
接
間
接
の
侵
略
か
ら
の
防
衛
、
し
か
も
行
動
範
囲
は
日
本

の
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
（
自
衛
隊
法
３
条
）
。

◆
ま
た
、
自
衛
隊
は
海
上
の
人
命
・
財
産
保
護
及
び
治
安
維
持
の
た
め
総
理
大
臣
が
命
令
し
た

ら
警
備
活
動
を
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
日
本
近
海
が
行
動
範
囲
で
す
。（
自
衛
隊
法
８
２
条
）

★
戦
争
に
対
す
る
抵
抗
感
を
和
ら
げ
る
た
め

◆
こ
の
よ
う
に
、
は
る
か
遠
く
の
ソ
マ
リ
ア
沖
に
海
上
自
衛
隊
が
出
て
行
く
こ
と
は
、
そ
の
任

務
規
定
、
行
動
範
囲
か
ら
見
て
も
自
衛
隊
法
に
違
反
し
ま
す
。

◆
ど
う
し
て
、
法
の
拡
大
解
釈
し
て
ま
で
海
上
自
衛
隊
を
派
遣
し
た
が
る
の
か
？

そ
こ
に
は
海
上
自
衛
隊
の
武
器
使
用
・
戦
闘
行
為
を
容
認
し
、
国
民
の
戦
争
に
対
す
る
抵
抗

感
を
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
ら
れ
ま
す
。

★
海
上
警
備
行
動
は
海
上
保
安
庁
巡
視
船
で
十
分

◆
船
舶
保
護
は
海
上
保
安
庁
が
行
っ
て
い
る
警
備
行
動
と
同
じ
で
す
。
そ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
武
器

を
持
っ
た
海
上
自
衛
艦
が
出
て
行
く
必
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

★
国
際
貢
献
は
平
和
憲
法
と
平
和
外
交
で

◆
他
の
国
の
船
舶
も
守
っ
て
や
る
国
際
貢
献
だ
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
憲
法
９

条
を
持
つ
日
本
の
国
際
貢
献
は
、
根
本
に
お
い
て
武
力
で
は
な
く
、
ソ
マ
リ
ア
の
貧
困
対
策

や
平
和
外
交
な
ど
、
他
に
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

◆
国
際
貢
献
は
非
戦
非
武
装
の
平
和
憲
法
と
平
和
外
交
で
！
こ
れ
が
私
た
ち
の
主
張
で
す
。

二
〇
〇
九
年
三
月
八
日(

日
）

第
五
〇
五
回
憲
法
を
守
る
平
和
行
進

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
～
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

◆武力ではなく「平和憲法」で国際貢献！ これが日本の使命です◆

◆浜松市憲法を守る会のホームページ http://goken-hamamatsu.cool.ne.jp/ ◆




